
物流連携効率化推進事業費補助金

■物流事業者、荷主企業、関係自治体等、物流に係る多様な関係者の連携による輸配送の共同化、モーダルシフト

の推進等、物流効率化の推進を支援する制度。

【【都市内物流都市内物流】】 【【モーダルシフトモーダルシフト】】

①持ち込み

各家庭へ宅配便を配達各家庭へ宅配便を配達

②仕分けをして
ｴｺｶｰｺﾞｽﾃｰｼｮﾝへ

③荷捌きし、
各店舗へ集配

エコカーゴステーションエコカーゴステーション

取組の例取組の例

共同集配送センター共同集配送センター

【【物流拠点周辺物流拠点周辺】】

車載システム車載システム

カメラ等により施設内及
びその周辺の混雑状況
をモニターし、状況をみて
施設に向かうよう誘導

併せて、輸送のあり方についてのルール化併せて、輸送のあり方についてのルール化

待機場待機場

物流施設物流施設
カメラカメラ

施設入場車両の管理

ゲートゲート

環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物

輸送・内航海運の活用により、輸送機関の転換を

図る取組みを支援。

物流連携効率化推進計画物流連携物流連携効率化効率化推進推進計画計画

物流の連携及び効率化を推進するための計画物流の連携及び効率化を推進するための計画

◆◆ 計画に位置付けられる事業の例計画に位置付けられる事業の例

等等

地域の関係者から構成される地域の関係者から構成される協議会協議会

において、物流において、物流連携連携効率化に向けた効率化に向けた

計画を策定・実施計画を策定・実施

新支援制度による支援新支援制度による支援新支援制度による支援

■計画策定経費■計画策定経費 （定額）（定額）
--協議会開催費、調査費等協議会開催費、調査費等

■計画に定められた事業に係る経費■計画に定められた事業に係る経費
--実証運行１／２実証運行１／２
--実証運行以外１／２実証運行以外１／２ （政令市１／３）（政令市１／３）

○輸配送の共同化○輸配送の共同化
○輸送ルートに係る混雑状況の情報提供○輸送ルートに係る混雑状況の情報提供

多様な関係者の連携による物流効率化の取組み

施設管理者

関係自治体物流事業者

荷主企業

（２１年度予算額：１００百万円） 参考資料１



 

 

 

物流連携効率化推進事業費補助金の概要 

補助対象事業者 貨物運送事業者（貨物自動車運送事業者、貨物利用運送事業者、鉄道事業者、

海上運送事業者、港湾運送事業者又は倉庫業者）、地方公共団体及び荷主等

関係者その他これらに準ずるものとして国土交通大臣が認定した者から構

成される協議会 

補助率等 ① 物流連携効率化推進計画策定に関する調査等に要する経費（物流連携効

率化推進計画策定調査） 

定額（上限１，０００万円） 

② 物流連携効率化推進計画に定める事業に要する経費（物流連携効率化推進事

業） 

実証運行         １／２ 

実証運行以外  ※ １／２ 

※都道府県・政令市が協議会の構成員となって取り組む事業 １／３ 

 

補助対象経費 ① 物流連携効率化推進計画策定調査 

（現況輸送実態調査、ニーズ把握調査等計画策定に要する調査費、計画

策定に要する事務費等） 

② 物流連携効率化推進事業 

＜都市内物流効率化事業、拠点施設周辺物流効率化事業、モーダルシフ

ト推進事業共通＞ 

◇ 輸配送の共同化に係る実証運行 

（実証設備費、運行費、広報費、調査費等） 

◇ 共通ルールの策定に係る実証運行 

（実証設備費、運行費、広報費、調査費等） 

◇ 混雑状況の情報提供に係る実証運行 

（実証設備費、運行費、情報提供システム開発・運用費、広報費、

調査費等） 

◇ 車両・輸送機材購入 

（車両購入費、輸送機材購入費、荷役機械購入費等） 

◇ 情報機器購入 

（情報提供システム開発費、機器購入費等） 

 

 

※  物流連携効率化推進事業費補助金は、地方運輸局長等の認定を受けた『①調査実施計画』及び『②

推進事業計画』に基づく事業について、予算の範囲内で補助するものです。 
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